
 

       

令和５年１０月２４日 
 
入院患者様のご家族様 

 
入院患者様への面会の再開について 

 
日頃から当院の入院診療に関しましてご協力いただき改めて感謝申し上げます。 
さて、当院に入院されておられる患者様への面会につきましては、新型コロナウイ

ルス感染の蔓延に応じて「面会制限」とし、病院から連絡させて頂いた家族の方のみ
とさせて頂いているところですが、東京都の直近の感染動向をみると「8 月下旬から 9
月上旬を頂点として減少傾向が続いている（※）」ことから面会制限を終了し、面会を
受け入れることとしました。 

ただ、新型コロナウイルスの蔓延が減少傾向にあるも、インフルエンザウイルス感
染が流行の兆しにあることから、面会につきましては下記のとおりとさせて頂きたい
と存じますのでご了承頂きますようお願い致します。 

末尾ではございますが、コロナ過のこの状況が一日でも早く終息へ向かいますこと
と入院患者様、ご家族の皆様のご健康をお祈り申し上げます。 
※ 定点医療機関当たり患者報告数 2.33人/定点（10/9－10/15）、前週3.62人/定点 

 
記 

 
１ 面会開始日時 令和5年11月1日（水） 
２ 面会時間（毎日） 午後14時30分～午後19時 
３ １回当たりの面会時間 15分以内 
４ １回当たりの面会可能人数 2 人（面会者の年齢は 15 歳以上とさせて頂きます） 
面会に当たっての留意事項 
①面会者におかれまして 

・面会時点及び過去１週間以内に発熱等の感染症が疑われる症状がないこと 
・同居家族や身近な方に、発熱等の感染症が疑われる症状がないこと 
・過去１週間以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている
国・ 
地域等への渡航歴がないこと 

を確認させていただくために、受付で体温測定と問診をさせて頂きます。 
②面会者には、面会時間を通じてマスク着用、面会前後の手指消毒をお願いします。 
③面会者の手指や飛沫等が入院患者様の目、鼻、口に触れないように配慮をお願い
します。 

④面会場所での飲食は控えて頂き、大声での会話はご遠慮願います。 
 

                   
 

医療法人財団保養会 竹丘病院 病院長 


